
特定支出に係るキャリアコンサルタントの証明をご希望の方へ
依頼書の選択間違いが多く発生しています。
国税庁のサイトにて証明書類について、どちらが該当するのかご確認ください
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/160328/index.htm

研修費の証明依頼書 資格取得費の証明依頼書
https://www.mhlw.go.jp/content/11805001/001106879.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/11805001/001106880.pdf

○ キャリアコンサルタントへ証明を依頼する際に提示・提出が必要となる書類
・本人確認書類（※１）
・ジョブ・カード（※２）
・特定支出に関する証明依頼書
・受講した教育訓練給付指定講座の講座情報のコピー（※３）

※１ マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど 面談当日に確認しますので、事前のご提示は不要です
※２ 様式１－１ キャリア・プランシート（就業経験がある方用）又は様式１－２ キャリア・プランシート（就業経験のない方、学卒者等用）
  ※様式１－１、１－２のいずれを作成するかは、原則として、利用希望者が自身の経歴に応じ選択ください
   様式２ 職務経歴シート
※３ 厚生労働省のHP「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」のページをスクショする等してください。
（URL）教育訓練給付制度 検索システム｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/

※２について、様式第１－１ 第２面のご用意が難しい場合、証明と同日にキャリアコンサルティングを実施しますので、その旨お知らせください
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※２

※３

※３ 受給資格確認通知書でも確認が可能となりますので、サイトでの検索が難しい場合は下記をご用意ください。


